
設 計 書 照査印 設計者印

業 務 名 ： 放光寺浄水場1系沈殿池1-2号バキュームブレーカー弁修繕

業 務 場 所 ： 久留米市　山本町

工 期 ： 135日間

施 工 概 要 ： 　本修繕は、１系沈殿池の機能維持のために定期的にバキュームブレーカー弁の点検整備を

行うものです。

・250Aバキュームブレーカー弁整備 1基

・250A仕切弁取替 2基

設 計 部 課 名 ： 久留米市企業局上下水道部浄水管理センター 設計金額 ¥4,499,000

参考数量



久留米市企業局

総　括　書

P1

数量 単位 単　　価 金　　　額 摘　　　　　要

Ａ．直接修繕費

　バキュームブレーカー弁整備 1 式 2,426,430 第1号内訳書

　発生材処分費 1 式 50,000 第2号内訳書

計 2,476,430

Ｂ．間接修繕費

2,426,430

　共通仮設費 1 式 104,336 4.30%

2,530,766

　現場管理費 1 式 940,685 37.17%

3,471,451

　一般管理費 1 式 568,549 16.49% 以内

　計 1,613,570

Ｃ．修繕価格 4,090,000

Ｄ．消費税及び地方消費税の額 409,000 10%

Ｅ．本修繕費 4,499,000

放光寺浄水場1系沈殿池1-2号バキュームブレーカー弁修繕

名　　称　／　規　　格



久留米市企業局

第1号内訳書

P2

名　　称 数量 単位 単　　価 金　　　額

Ａ．材料費

　弁パッキン 1 個 6,600 6,600

　スピンドル 1 個 38,500 38,500

　二つ割りリング 1 個 5,500 5,500

　ストップゴム 1 個 1,650 1,650

　フロコン 1 個 10,670 10,670

　ブッシュ（大） 　オイレスメタル 2 個 2,230 4,460

　ブッシュ（小） 　オイレスメタル 1 個 2,020 2,020

　回り止め 1 個 1,760 1,760

　割りピン 1 式 660

　テーパーピン 1 個 330 330

　針金 1 式 420

　止めビス 6 個 50 300

　エアシリンダー 　複作動式，電磁弁・スピコン共 1 個 28,560 28,560

　仕切弁 　250A 2 基 319,000 638,000

　バキュームブレーカー弁整備

摘　　　　　要規格/材質



久留米市企業局

第1号内訳書

P3

名　　称 数量 単位 単　　価 金　　　額

　雑材消耗品費 1 式 100,000

小計 839,430

Ｂ．労務費

　現地作業 1 式 732,000

　工場作業 1 式 635,000

小計 1,367,000

Ｃ．複合工費

　重機費 　25tクレーン 1 式 160,000

　運搬費 　現地～工場，往復 1 式 60,000

小計 220,000

合計 2,426,430

規格/材質 摘　　　　　要

　バキュームブレーカー弁整備



久留米市企業局

第2号内訳書 　　　　　　　　　　　　　　発生材処分費

P4

名　　称 数量 単位 単　　価 金　　　額

　産業廃棄物処分費 　運搬・処分共 1 式 50,000

合計 50,000

規格/材質 摘　　　　　要



仕 様 書 

 

（適用） 

第 1 条  本仕様書は放光寺浄水場１系沈澱池１－２号バキュームブレーカー弁修繕に適用する

ものとし、本仕様書・図面により修繕を行うものとする。 

 

（修繕の履行場所） 

第２条  本修繕の履行場所は久留米市山本町の放光寺浄水場地内とする。 

 

（修繕の施工概要） 

第３条   本修繕の施工概要は次のとおりとし、詳細は仕様書、図面に明記する。 

     

（１）２５０Ａバキュームブレーカー弁整備   １基 

（２）２５０Ａ仕切弁取替           ２基 

  ・名 称  フランジ形 鋳鉄製 １０Ｋ 内ねじ仕切弁 

  ・呼び径  ２５０ｍｍ 

  ・面 間  ３３０ｍｍ 

  ・質 量  約１７６ｋｇｆ 

  ・塗 装 （内面）日本水道協会規格ＪＷＷＡ適合 

水道用液状エポキシ樹脂塗装 ３８５μｍ 黒色 

       （外面）フタル酸樹脂塗装      １２５μｍ シルバー色 

  ・その他  開度計なし 

 

（作業工程） 

第４条  本業務の対象施設は現在稼動中の施設であり、施工にあたっては監督職員と協議を行い、

施設の稼動に影響が出ないように、作業計画を立案すること。 

 

（技術基準） 

第５条  図面及び仕様書に特記されていない事項については、すべて国土交通省大臣官房官庁

営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械・電気）」(最新版)、「公共建築改修工事標

準仕様書（電気・機械）」(最新版)及び「公共建築設備工事標準図（電気・機械）」(最新

版)により施工することを、原則とするが、監督職員の承諾を得ること。 

 

（使用材料） 

第６条  本修繕で使用する使用材料は規格品を使用すると共に、事前に監督職員の承諾を受け

ること。 

 

（安全一般） 

第７条  請負者は施工にあたり、安全に留意して現場管理を行い、災害防止に努めなければな

らない。 

 

（事故処理及び報告義務） 

第８条  修繕の施工中に事故が発生した時は、応急措置を講ずると共に事故発生の原因、経過

及び被害の内容等について直ちに監督職員に報告しなければならない。 



（施設の損傷） 

第９条  請負者は施工にあたり、施設に損傷を与えないよう十分注意して施工しなければなら

ない。損傷を及ぼした場合は、請負者の負担で原形に復旧すること。 

 

（整理整頓） 

第１０条  修繕の施工期間中、機械工具、資材等はその都度整理し、現場内は常に整理整頓し

ておかなければならない。 

（後片付け） 

第１１条  修繕の完了後は、速やかに不要資材や仮設物を搬出して現場を清掃するものとする。 

 

（廃棄物の処理） 

第１２条  本修繕で発生した廃棄物は、関係法令に基づき、請負者の責任において適切に処分

しなければならない。 

 

（提出書類）         

第１３条  請負者は、以下の書類を提出し、その都度、承認・承諾を得なければならない。 

（１）着手届（２）工程表（３）施工計画書（４）外注計画書（５）使用材料承諾図   

（６）施工図（７）作業日報（８）管理写真（９）完成図書（１０）完了届 

（１１）その他監督職員が指示するもの 

 

 

（暴力団排除に関する事項） 

第１４条  請負者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

１  暴力団から不等要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に 

報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 

２  暴力団等から不等要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、その旨を速やかに 

監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。 

３  排除対策を講じたにもかかわらず、工事に遅れが生じるおそれがある場合は、速や 

  かに監督員と工程に関する協議を行うこと。  

 

（暴力団排除に係る下請契約に関する事項） 

第１５条  請負者は、当該工事の下請施工に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならな 

い。 

    １  下請契約（二次以降の下請契約を含む）の相手として暴力団等と関係のある業者

を選定してはならない。なお違反した場合は、指名停止措置および下請契約の解

除を求める場合もある。 

    ２  下請契約を締結するときは、請負者は、下請負人から「誓約書（下請負人用）」を

提出させ、その写しを監督員へ提出すること。 

 

（疑義の発生） 

第１６条  本仕様書、図面に定める事項について疑義を生じた場合、又は本仕様書、図面に定

めの無い事項については監督職員と協議の上、決定するものとする。 

 

（履行期間） 

第１７条  本修繕の履行期間は契約日の翌日より起算して１３５日間とする。 
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